
◆２月１１日は「建国記念日」とされています。

この日は、神話をもとに明治政府が制定し、侵略

戦争美化の道具としてきた「紀元節」にあたりま

す。かつて日本は皇国史観のもと、アジア・太平

洋の人々に未曾有の犠牲を強いました。

その反省も謝罪もなく、１９６６年に当時の政府・

自民党は、各界の反対を押し切り２月１１日を「建

国記念日」としました。

以来、私たちは紀元節復活に反対し、平和・民主主義・人権を発信する日として毎

年、「集い」を開催してきました。

◆今年は「戦後７０年」、平和国家として歩んできた「歴史的な節目」の年です。

ところが今、その平和国家としての歩みの岐路に立たされています。昨年７月１日の

「集団的自衛権行使容認の閣議決定」に基づく関連法の整備が強行され、再び「戦

争をする国」へと踏み出そうとしています。

◆今年は「被爆７０周年」、「安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから」と

誓い７０年です。このような年に「平和国

家」としての歩みを転換を進める安倍自

公政権を断じて許すことはできません。

ヒロシマから「戦争への道」を阻むため、

平和を愛する県民･市民の皆さん、多

数ご参加ください。

２月１１日（水曜日） 午前１０時から

自治労会館３階ホール

（西区民文化センターの南)

講演「歴史認識と改憲問題」

―戦争の歴史にどう向き合うか―

講師 中北龍太郎・弁護士

・「日の丸」、「君が代」の強制反対

「集団的自衛権行使容認」反対

・周辺事態対処法など戦争法整備反対

・「特定秘密保護法」廃止

・岩国基地機能強化反対

・米軍機の超低空飛行訓練反対

・北東アジア地域の非核地帯化

主 催＝戦争をさせないヒロシマ1000人委員会

連絡先＝広島県平和運動センター

広島市西区横川新町７－２２ 自治労会館１Ｆ
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活かそう憲法
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にご協力を

昨年、皆さんにお願いしました「署名」は

合計２５３万９，９２０筆を集まることができ

ましたが。「戦争をする国」へと暴走を続ける安倍政権に対し、私たち

自身「戦争をしない！」という固い決意のもと、「戦争立法」を出させ

ず、憲法破壊を許さないために、新たに「戦争をさせない全国署名」を

取り組みます。

皆さまの、ご協力をよろしくお願い致します。

「いよいよ改憲の橋を渡るとき」

安倍首相は、就任当初から「任期中に憲法の

改正を行う」と公言してきた改憲に着手する切符

（信任）を手にしたとして、いよいよ動き始めようと

しています。

「憲法改正は自民党にとって結党の原点だ。結

党以来、憲法改正を主張しているし、憲法改正草

案も発表し、党として 世紀にふさわしい、ある2
1

べき憲法の姿を示している。この憲法改正のた

めの橋となる国民投票法が成立した。いよいよ、

その橋を渡り、どういう条項を改正すべきか、とい

う段階に至っている」と。

過去最高を更新する軍事費

新年度の防衛費は３年連続の増額で

過去最高となる４兆９，８０１億円計上さ

れました。

それらは全通甲板を備えた護衛艦「い

ずも」や、水陸両用車を配備した水陸両

用団の創設など、部隊の海外展開能

力、攻撃力の高い装備であり、広島の

基地群への配備も懸念されます

１８本の「戦争立法」

◆昨年末の総選挙で与党が３分の２以上

の議席を得た安倍首相は、「集団的自衛

権行使容認の閣議決定も国民から信を受

けた。ぶれず真っ直ぐに進む」と、今通常

国会に自衛隊法や武力攻撃事態対処

法、米軍行動関連法など１８本余りの改

正案を出すと明言しています。

◆これらの法案が改正されると、「我が国

と密接な関係のある国が攻撃を受けた」

際、自衛隊が海外に出て「密接な関係の

ある国」の軍隊とともに、「集団的自衛権

行使」の名の下に「参戦」することが可能

になります。

統一自治体選挙後の法案提出と

目論まれる会期末の強行採決

◆１８本余りの改正案の提出は、統一自

治体選挙への影響を考え、選挙後の４月

末以降に提出し、一月足らずの審議をも

って６月の会期末ギリギリの強行採決を

目論んでいると言われています。

◆県民、市民の皆さん、被爆７０周年を迎

えた歴史的な節目の年、何としても、「平

和国家」から「戦争をする国」へ転換を阻

止しなければなりません。

度重なる海外派遣の実績を持ち、日本版「海兵

隊」の役割を担う海田の第13旅団。

軽空母型輸送艦や強襲上陸艇を備える呉基地


